
目標達成に向けた主な取組内容（案）

※今後、目標達成に向けた取組事項を協議するが、現時点で想定される主な取組内容を挙げることとする。
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黒部河川事務所が公表した浸
水想定区域図に基づき
洪水ハザードマップを作成

第３回水害ハザードマップ検討委員会資料よる
水害ハザードマップの地図面の例
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〇想定最大規模降雨時の氾濫情報（浸水想定区域図・浸水継続時間図・家屋倒壊等氾濫想定区域図等）を公表

想定最大規模降雨時
浸水想定区域図

※H28年度出水期前に公表を
目指す。

【各基礎データを作成】

・浸水想定区域図

・浸水継続時間図

・家屋倒壊等氾濫想定区域図

１．避難活動等の取組
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

河川管理者
市町

黒部河川事務所

想定最大規模降雨時
家屋倒壊等氾濫想定区域図のイメージ

想定最大規模降雨時
浸水継続時間図のイメージ

精査中



（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

〇広域避難計画やタイムラインの精度向上、避難所の再設定 など
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１．避難活動等の取組
黒部河川事務所

朝日町

避難勧告等の対象とする区域と避難行動について

【避難等に関する新たな視点】

◎複数地点での破堤を想定した大規模氾濫の発生を想定

◎「立ち退き避難」が必要となる「洪水時家屋倒壊危険ゾーン」明示

◎「立ち退き避難」が必要となる「長期浸水区域」明示

◎上記を踏まえた避難の検討

■避難場所
朝日町
○○小学校 等

■避難場所
魚津市 ○○小学校 等

黒部川浸水想定区域図（想定最大規模降雨）

地域防災計画や
ハザードマップへ反映

垂直避難や水平避難など多様な避難のイメージ
精査中

■避難場所
入善町
○○小学校 等

入善町



１．避難活動等の取組
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第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設
の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当
該計画で定めるところにより当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のた
めの訓練を実施するほか、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行
う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。

※浸水想定区域内の要配慮者利用施設数
黒部市：６２施設
(「黒部市地域防災計画 資料編」より、浸水想定区域内の要配慮者関連施設数）

入善町：２８施設
(「入善町地域防災計画 資料編」より、浸水想定区域内の保育所・福祉等施設数）

朝日町： ０施設
(浸水想定区域内の保育所・福祉等施設数）

※ 水防法第15条の３：

黒部市地域防災計画 資料編（Ｈ２８．３時点 一部抜粋）

●水防法第15条の３に基づく要配慮者利用施設の避難の確保のための措置に関する計画の策定に努めることに
ついて、さらなる要配慮者施設管理者への働きかけを進めるとともに避難訓練等により課題を抽出するとともに
関係機関との連携を深める必要がある。

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

黒部河川事務所



〇平成２８年３月より、「川の防災情報」をよりわかりやすくリニューアル
〇川の防災情報では水位の表示となっている。黒部川現況流量と基準流量のわかりやすい表示への改良が必要

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

１．避難活動等の取組
黒部河川事務所

黒部川では河川水位の状
態（上昇中、下降中）のみ
しか分からない
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（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇小中学生を対象とした水防災教育の実施、まるごとまちごとハザードマップの表示 など
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１．避難活動等の取組
黒部河川事務所

水防活動の体験

水防災教室の開催

河川における自然や治水の歴史など、地域の災害リスクや防災へ
の取組への理解を深め、自然災害から命を守るために必要な心構
え・知識・判断力・行動力を養うことを目的として取組を実施

水防災教室

「まるごとまちごとハザードマップ」とは？
洪水・内水・高潮の各浸水想定区域図及び水害ハザードマップを担
うものとして、まちなかに標識等として、浸水深の情報や避難行動に
関する情報を設置することをいい、水防法第14 条第3 項及び第15 
条第3 項に基づく措置の一部となるものである。

まるごとまちごとハザードマップの表示



１．避難活動等の取組
黒部河川事務所
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（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇住民１人１人が正しい避難等の判断できるよう、災害種別毎の「災害・避難カード」を作成
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１．避難活動等の取組
（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇河川管理者や自治体・地域住民が参加した水害リスクの高い箇所の共同点検 など

平成２７年１１月２０日（金）：黒部市、入善町、朝日町と地域住民との共同点検

（入善町福島）

自治体・地域住民との共同点検を実施

黒部河川事務所



■日時 平成２７年１１月４日（水） トップセミナー １５：００～１５：３０

意見交換 １５：３０～１７：１５

■会場 富山第一ホテル（３階 天平の間）

■議事 ○トップセミナー
・市町村長を支援する緊急行動について 講師：富山河川国道事務所長

○意見交換
富山市長、黒部市長、朝日町長、入善副町長、上市町長、高岡市長、射水市長、
小矢部市長、 ほか
水管理・国土保全局河川環境課長、北陸地方整備局長、北陸地方整備局河川部長、
富山河川国道事務所長、黒部河川事務所長、立山砂防事務所長、
富山県河川課長 ほか

○水害時に住民の避難を促し、被災者を無くすことを目指して、富山県内の直轄河川流域の市町村長との
意見交換会（トップセミナー）を開催し、危機意識を共有すると共に、破堤前に水平避難を行う必要がある
家屋倒壊危険区域への対応など、的確な避難行動を促すための対応等について意見交換

北陸地方整備局河川部長 挨拶

関係市町村

（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

１．避難活動等の取組

国土交通省 開催状況 8

黒部河川事務所



○各市町の消防、県・市・国職員等を対象に水防技術を伝承し、指導者を育成すべく、
水防工法研修会を実施（平成27年度は6月7日（日）に実施）

「縄の結び方」 「月輪工」

「積土のう工」「木流し工」 「立てかご工」

「川倉工」

（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

２．水防活動等の取組
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黒部河川事務所



○河川管理者や水防団・自治体職員との水防資機材の確認、水閘門の手動訓練や企業における自衛策 など

２．水防活動等の取組
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（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

水閘門操作訓練水防団・自治体職員との水防資機材の確認

平成２７年６月１１日（木）：水防団と自治体との水防資機材の確認
（荻生堤水防資材庫）

平成２７年６月１日（月）：水閘門の操作（電気・手動）訓練を実施
（赤田排水樋管）

黒部河川事務所

大型土のう

・企業や工場等には、浸水させないよう、
予め大型土のうを積んだり、遮水壁等
を備える。

・或いは、浸水しても早期復旧ができる
ように電源や機械設備等の嵩上やコー
ティング等の耐水化を行うことも考えら
れる。

企業における自衛策の取組



２．水防活動等の取組
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黒部河川事務所

事業所等 地下街 高齢者、障害者、乳幼児等の要
配慮者利用施設

大規模工場等
（申出のあったもの）（※注）

措置の
義務付け

義務
（市町村長からの指示に従わない場合、
公表の措置あり）

努力義務 努力義務

措置の内容 ・避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

・避難確保計画の作成

・訓練の実施
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり、構
成員の市町村長への報告

自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告

自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告

○市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施設、大規模工場等（以下「事業所
等」）の所有者等に対し、市町村長から洪水予報等が直接伝達されます。
○上記事業所等について、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規
定されました。

※赤字は平成２５年６月の法改正で拡充

【サポート体制】
国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業者等の皆様に対し、
計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行いますので、ご活用ください。

注：大規模工場その他の施設であって国土交通省令で
定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及
び規模に該当するもの

注：なお、事業所等で実施されるこれらの取組で、都道府県と市町村が共同で作成する「整備計画」に基づく取組については、防災・安全交付金の効果促進事業
の活用により、市町村を通じて支援を受けることができます。



〇排水支援や自治体職員とのリアリティある排水訓練の実施 など

ポンプ車による排水
（参考：神通川水系井田川）

自治体職員との排水訓練や夜間訓練の様子
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３．排水活動の取組
黒部河川事務所

自治体職員とのリアリティのある排水訓練を実施

・排水ポンプ車により排水を
迅速に行う。


